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社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会 

第３回分野横断的技術政策ワーキンググループ 

令和６年７月１８日 

 

 

【和田分析官】  それでは、定刻になりましたので、社会資本整備審議会・交通政策審

議会技術分科会技術部会第３回の分野横断的技術政策ワーキンググループを開催させてい

ただきます。 

 本日はお忙しい中を御参加いただき、誠にありがとうございます。 

 本日の進行を務めさせていただきます技術調査課の和田でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 本日も対面とオンライン併用による開催としてございます。御発言を希望される方は、

対面出席の皆様は挙手で、またオンライン出席の皆様はＴｅａｍｓの「手を挙げる」機能

を活用して、少し大きめの声でお願いしたいと思います。 

 オンライン出席の方につきましては、発言時のみマイクとカメラをオンにしていただき、

それ以外はオフにしていただくよう御協力のほど、よろしく願いいたします。 

 本日の会合は、一般公開の形で開催させていただいてございます。議事録の公表につい

ての取扱いにつきまして、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。 

 次に、本日の資料についての確認でございます。議事次第に資料のリストを記載してご

ざいますので、不足がございましたら事務局までお申しつけください。 

 本日御出席の委員は出席者の名簿で代えさせていただきますが、本日は全員に御出席い

ただいている状況でございます。 

 また、滝澤委員、野口委員につきましてはオンラインでの御参加となってございます。 

 また、国土交通省関係者並びに報道関係の皆様につきましてもオンラインで傍聴してい

るところでございます。 

 これより、議事に入らせていただきますが、以降の進行につきましては、小澤座長にお

願いしたいと存じます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

【小澤座長】  それでは、次第に従いまして進行させていただきます。 

 本日は、第２回までの議論に基づいて、今後どういう形で技術開発あるいは社会実装を
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進めていくのが良いのかということで、これまでの御意見を踏まえた論点整理を事務局の

ほうでしていただいています。その後、朝日サージカルロボティクス株式会社の安藤様か

ら、人の命に関わるような医療機器の開発、社会実装の御経験を共有いただき、いろいろ

学ばせていただければと考えております。それから、最後に野城委員から話題提供として、

建設分野における技術開発の「やりよう」ということで御意見をいただけることになって

おります。できるだけ活発な議論ができるよう進行させていただきますので、御協力のほ

ど、よろしくお願いします。 

 それでは、まず、第２回での主な御意見について、資料の説明を事務局からお願いしま

す。 

【岡本課長補佐】  事務局でございます。資料１－１です。 

 第２回ワーキングでは、須﨑委員より、ＢＩＭ／ＣＩＭにおける３次元データの流通を

妨げる要因と対策案、３次元データに求められる精度、測量業務における衛星画像の活用

などについて御説明いただきまして、３次元データの活用を前提とすることで、検査、納

品、支払いなどを含め業務プロセスそのものを見直す必要性などの御意見をいただいたと

ころでございます。 

 また、株式会社クボタの方をお招きしましてスマート農業について御説明いただき、農

業に必要なデータ基盤としてＷＡＧＲＩの御紹介、スタートアップ企業や大学などが参入

されるためのプラットフォームとしての活用、ＡＰＩの連携等のお話をいただいたところ

でございます。 

 前回の第２回ワーキングの主な御意見につきましては以上でございます。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 続いて、前回話題提供いただいた須﨑先生から補足していただけるということで、資料

を御用意いただいています。 

 資料１－２の御説明を須﨑先生からお願いします。 

【須﨑委員】  説明の機会をいただきましてありがとうございます。 

 前回のワーキングの後にゼネコンの方、あと建設コンサルの方と、前回のワーキングで

の議論を踏まえまして意見交換する機会を持ちました。それに関する補足としまして、資

料１－２として簡単にまとめております。 

 春日委員からもＬＯＤ４００をどこで実装するのかという御質問もありましたし、そも

そも３次元データが変わっていく中でどうやって共通化していく、共有化していくかとい
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う話がありました。それについての意見が出ております。 

 まず、詳細設計段階で、例えば配筋を一例として取り上げていますけれども、設計段階

では配筋の細かいところというものは、現実の施工を反映したことはなかなか難しい、実

際の施工のやり方が詳細に分かっていないというお話もありまして、この段階で作成する

ＬＯＤ４００は一般論としての形になるという話です。 

 施工の立場の御意見ですけれども、設計図の図面自体が間違っていなくても実際に施工

できるように、このように鉄筋工と議論しながら変えていくというお話です。 

 試行錯誤しながら効率のよい鉄筋組立手順を検討したい場面ですけれども、ＬＯＤ４０

０のモデルをつくるというのは負荷が大きいために、実際にはなかなか実現に至らないと

いうことが現実です。 

 将来的に自動配筋ソフトウェアを使いたいのは施工業者ではないかという御意見でした。 

 最後にまとめです。各段階で部分修正を加えるよりは、最初からつくり直すほうが早い

のではないかという根本的な御意見ですけども、それを実現するには、一番下に書いてあ

りますようにモデルを共有するのではなくて、モデルを実現するために必要な属性とか部

材の材料の情報とか、あるいは境界条件、地盤とか地形も含めたものがあって、高速で処

理可能なモデルソフトがあることも前提ですけども、そうすると瞬時に３次元モデルがで

きるようなものが希望に応じてできていく。それが理想的なやり方ではないかということ

で、実現にはちょっと時間がかかるかもしれませんけども、こういった意見が業界から出

ているということで共有したいと思います。 

 以上です。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 続けて、第２回、それからその前に開催した第１回も含めてこれまでのワーキンググル

ープでの御意見を踏まえた論点整理ということで、資料２を用意していただいています。 

 事務局から御説明をお願いします。 

【岡本課長補佐】  資料２でございます。第１回、第２回ワーキングでは、技術の社会

実装を、コストダウンを図りつつスピードアップを図るためにはどのようにしたらよいか

と事務局より問題提起させていただきまして、破線枠内６つの丸の論点を事務局より示さ

せていただいて、御議論の中で矢印に示す御意見をいただいたところでございます。 

 これまでの議論を踏まえまして、本日は特に中長期的な視点に立った技術開発を促す方

策、限られた開発リソースを効果的に活用する仕組み、総合的に価値の高い技術を採用す
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る場合の現場担当者の裁量権の拡大と第三者による品質の認定というところを論点として、

深掘りの御議論を賜れればと存じます。 

 こちらを論点として提案させていただく意図を、以降のスライドで御説明させていただ

きます。まず、１つ目の論点でございます。こちらは２つに分かれておりまして、中長期

的な視点に立った技術開発を促す方策と、限られた開発リソースを効果的に活用する仕組

みの大きく２つに分けているところです。 

 中長期的な技術開発を促すためには、i-Constructionなどの明確な目標を設定した政策

誘導が有効と考えているところでございます。しかし、民間・研究機関の技術開発に向け

た投資は、他産業と比較すると決して多いとは言えない水準です。このため、民間・研究

機関の技術開発の機運を高めるために国土交通省に求められる役割とは何か、御意見を賜

れればと存じます。 

 また、限られた開発リソースを効果的に活用するべきという御意見もいただいたところ

です。同業他社において同様の技術開発を実施している事例もございまして、競争により

民間の技術開発が進む面もございますが、限られた開発リソースを効果的に活用できてい

るとは言い難い。新たに協調して技術開発を実施することも、利害の不一致などの課題も

ございます。このため、協調して技術開発するために必要な仕組みとは何か、御意見を賜

れればと存じております。 

 それぞれにつきまして補足の説明をさせていただきます。中長期的な技術開発を促すた

めには、i-Constructionなどの明確な目標を設定した政策誘導が有効と考えていると申し

上げたところです。具体的には、i-Construction２.０は、右の省人化にございますとお

り２０４０年度までに生産性１.５倍を目指すという明確な目標を設定して進めておりま

す。 

 一方、民間の技術開発がどれぐらい進められているかというところを金額面で見たとき

に、右の円グラフのとおり国内における産業別研究費の割合のうち建設業は１.１％で、

他産業と比較すると決して多いとは言えない水準。そこで、「民間・研究機関の技術開発

の機運を高めるために国土交通省に求められる役割とは何か？」とさせていただきました。 

 先ほど限られた開発リソースを効果的に活用するべきであるが、同業他社において同様

の技術開発を実施している事例もあると申し上げたところでございます。こちらのスライ

ドで示しているような事例もございまして、同様のシステムが提供されている事例、類似

の技術開発が行われているような事例といったものもございます。一定の技術開発競争が



 -5-

必要であることはもちろんですが、限られた開発リソースを効果的に活用するためにはど

のような仕組みが必要かという問題提起とさせていただきました。 

 前のスライドで示したＡＳＰ、工事現場の情報を受発注者で共有するシステムでござい

ますが、こちらにつきましては協調領域を設けて効率化を図る取組も一方では進められて

おります。 

 続きまして、事務局より提案させていただくもう一つの論点でございます。総合的に価

値の最も高い技術を採用するために、現場担当者の裁量権の拡大と第三者による品質の認

定という御意見をいただいたところでございますが、工事目的物の品質に何がしらかの影

響があったりする場合、公共工事の関係者は、それぞれが一定のリスクを負うこととなり

ます。このため、幾ら裁量権を拡大されても発注の担当者は新技術の活用を躊躇すること

もあろうかと考えております。発注の担当者が安心して新技術を活用するために、誰がど

のようなリスクを負うべきか、また、どのようにリスクをマネジメントするべきかという

点で御意見を賜れればと存じます。 

 こちらは、あくまで契約上の瑕疵というような場合でございますが、新技術を活用する

ことで瑕疵があった場合は、発注者が、また任意施工の中であれば受注者が責任を負う、

一定のリスクを負います。 

 新しい技術を認定する制度、実際に使われた実績の評価をする制度に、どういうものが

あるか例示しました。ＮＥＴＩＳは、国土交通省の発注工事で活用された実績を踏まえて

技術の評価を行って、これを公表しているデータベースでございます。また、（２）や

（３）のように特殊な構造物に対しては、法的に大臣が認定を行う大臣認定の制度などが

ございます。 

 本日御議論いただきたい論点としまして、①－１として民間の技術開発の機運を高める

ために国土交通省に求められる役割とは何か、①－２として協調して技術開発を行うため

に必要な仕組みとは何か、②として発注者が安心して新技術を活用するために、誰がどの

ようなリスクマネジメントをするべきかというところを御議論いただけないかということ

で、事務局よりの提案でございます。 

 以上です。 

【小澤座長】  御説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明いただいた資料１－１、資料１－２それから資料２につきま

して、御質問、御意見をお受けしたいと思いますが、いかがでしょう。 
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【野城委員】  よろしいですか。 

 リスクの件について、今日の私の話でもお話ししますけど、建設というのはプロジェク

トがあって初めて技術開発が進んでいく側面がありますので、その発注官庁である国土交

通省がリスクを背負わず、一方では技術開発しろと言っているのは、これあまりにも、ど

うなんでしょうか。技術開発をするということは、技術開発のプロジェクトで発注者とし

てはリスクがあることが前提で、むしろインハウスにたくさんの技術者がいるわけで、存

在価値というのはリスクをマネジメントできるところにあると思います。リスクは取らな

いが、技術開発しろと聞こえてしまうやり方というのは、私としては異論を唱えておきた

いと思います。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

【岡本課長補佐】  失礼しました。事務局の説明の仕方が至りませんでした。発注者が

リスクを取らないということではなくて、資料でのご説明のとおり、何かあれば当然発注

者としての責任を負うことになります。 

 特殊な構造の河川管理施設、これはダムの事例などが多いところでございますが、そう

いうときに実際に大臣認定を受けて、その構造に対する検証をして認定を受けることで、

発注者も安心して現場で活用する。また、建築のほうでも、特殊な構造であったり特殊な

材料であったりというものについて、例えばＪＩＳ規格がないときに大臣認定を受けて使

う、そうやって品質の確保を行う制度があるというところでございます。ですので、発注

担当者が安心して新しい技術を使っていくためにどのようなやり方、リスク管理の仕方が

あるかという論点の提案であって、発注者がゼロリスクで取り組みたいといった意図では

ございませんでした。申し訳ございません。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 野口先生、お願いします。 

【野口委員】  今日はオンラインから失礼いたします。 

 今日、３つぐらい議論しようという点があったと思います。最初の①－１で民間の技術

開発の機運を高めるために国土交通省に求められる役割とは何かというクエスチョンにつ

いては、非常にシンプルですけれども、一般行政の話などを参考にすると、端的に言うと

強化領域を設定して強く誘導する、財政的な支援も含めて支援・誘導するといったことを

考えることになるのではないかと思いました。その前提として一つご質問になりますが、
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先ほど資料２の６枚目のスライドで御紹介いただいた産業別研究費の割合が右側の円グラ

フで示されていますけれども、赤でくくっていただいた建設業が１.１％と本当にすごく

薄い領域になっていて、この現状をどのように分析すればいいのか、なぜこういう円グラ

フになっているのか、建設業が丸の中で１.１％しかないのはなぜなのかということをど

う分析されているのかについてお伺いしてみたいなと思いました。よろしくお願いいたし

ます。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

【岡本課長補佐】  申し訳ございません。現時点でお答えできる内容を持っておりませ

んで、引き続き分析してまいりたいと考えております。 

【野口委員】  ありがとうございます。分析すること自体がすごく難しいかもしれない

ですけれども、赤で囲われているというのは、少ないからもうちょっと増やしたいという

メッセージなのかなと思います。少ないのはなぜかという理由を分析して、強めていきた

いと思う領域に誘導して研究費を上乗せするのか、それとも使いやすい研究費の仕組みを

つくるのか、手段はいろいろありますが、誘導して進めていくというやり方になっていく

のかなと思いましたので、現状分析はすごく大切になると思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

【小澤座長】  一般的にメーカーのような製造業は自ら技術開発に投資をして新しいも

のを生み出して、価値を提供することで自分のサービスを提供していくというところにつ

なげていくことが主な役割かと思います。一方で、一般的な旧来の商社的な左で買ってき

たものを右に渡していくという業界では、一般的には投資をして技術開発するということ

はあまり含まれてない。建設業は両方の要素があって、現場で必要な材料なり機械を調達

してきて、その場で物を組み立てていくという作業で、組み立てるというところに組立て

方ということで開発に投資をする部分がございますけど、物を買ってくる部分は外から買

ってくるので、そういう意味ではメーカーの技術開発に対する投資の割合と商社的な機能

の間に建設業という業は特徴があり、研究開発の投資の割合もその間にあると思います。 

 それから、建設業も様々な建設業者が含まれていて、１兆円を超えるような売上げがあ

る研究開発投資をしやすい大きな企業と、それから逆は一人親方で現場作業する人たちが

業をなしている企業も含まれているので、それを平均化すると研究開発の割合が比較的小

さく見えてしまうという部分があるかなと思います。 

【野口委員】  ありがとうございます。とてもよく分かりました。 
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【小澤座長】  ありがとうございます。個別にはそれぞれの事情があって、研究開発を

どういう形で進めているか分析しないと分からないところがありますので。私の理解はそ

ういう感じです。 

【野口委員】  ありがとうございました。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ほかに御意見は。 

【春日委員】  よろしいですか。 

 建設業というのは、技術開発費が売上げに対して１％ないんです。最近はＩＣＴとか、

それからロボットが入ってきていますので少し増えてはいると思うんですけども、大体ど

のサイズの企業も０.６％から０.７％の技術開発費を使って、それは全部直接投資と、そ

れから人件費を含めての話です。 

 一つ大きな理由は、建設業というのは利益がそう大きくないということです。粗利が大

体１割ぐらいですから。 

 それともう一つ、１回目にちょっとお話ししましたように、これまでは技術を押さえる、

他社にやられないようにするということと、受注産業ですから受注の率を上げるというこ

とで技術開発をやってきたわけです。これからはフェーズが変わるべきだと私は思ってい

ます。この業界の一番の悩みは人が足りなくなると、もう確実に足りなくなるということ

で、国土交通省さんが言われているようなi-Construction２.０で明確な生産性１.５倍と

いうことになると、全部これに向かっていかないと、現実になってからの対応では遅いと

いうこと。論点①－１の国土交通省に求められる役割というのは、ビジョンをはっきり明

確にされたということで、これを浸透していただいて生産性を上げるというところに技術

開発をしてくださいということをもっと強く言っていただければと思います。 

 それから、①－２の協調領域ですけども、これも先ほど低炭素型コンクリートの話が出

ましたけども、大体混ぜものはどこもあまり変わらないです。取りあえず現状のＣＯ２の

排出量を減らす。いずれセメントがゼロカーボンになれば、それはユーザーの建設産業と

しては問題ないのですけれども、現状はまだそれがなされていないので、早くＣＯ２を削

減するという要求に対しては、こういう方法しかない。ただし、これは現在のコンクリー

トを全てカバーできる量ではありませんので、あくまで移行措置ということで考えると、

これを生コン工場に供給して現場打ちする場合と、それからあとはプレキャストにして工

場から持ってくる場合とでは、いろいろ戦術が異なります。なかなかこれをまとめてとい
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うことも、先ほどありましたようにコミットする課題があるので難しいですが、根底には

国土交通省さんが人手が減る中で何とかやっていこうと、今の仕事量を人数が３割減って

もやれるようにしようということを強く打ち出すことによって、業界の技術開発の方向性

も集中していくと私は思っています。 

 以上です。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

【野口委員】  ありがとうございます。 

 今のお話をお伺いしていて、２番目の論点にも関わるのかもしれないですけれども、ま

ず一つ言えることは、技術を共有していくことを考えるためには、技術を先行して開発し

た人が不利益を被らないようにしてくということ、これは、誰が聞いても分かることでは

ないかと思いましたが、大切なことと思いました。これが１点です。 

 あと、先ほど来のお話をお伺いしていて、１点目の建設業の話に戻しますと、技術開発

とか生産性を上げるという議論をするときに、建設業、すなわち、「建設」の業という仕

切り自体が少し大くくりに過ぎるのかなと感じました。つまり、建設といっても、その中

にはいろいろな規模、いろいろなお仕事が含まれているのでしょうから、建設業のなかの

多様性を考慮した議論が必要になるのではないかと、そのような感じがいたしました。あ

りがとうございました。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 ほかの視点で御意見をいただきたいと思いますが。 

 どうぞ。 

【須﨑委員】  私の先ほどの補足にもなりますが、ゼネコンの方から聞いた話で印象的

なことは、３次元データを自分たちでつくり直すことは結構コストとしては持ち出しで、

費用の面では必ずしもペイできてない面があっても、自分たちの仕事の仕方は非常に効率

的になって、間違いも減り、修正も非常に迅速になって、自分たちで仕事のやりやすさを

実感しているから社内で推進しているというお話がありました。 

 施工の段階もそうですし、資料２の８ページですか、協調領域を設定した事例の最後の

行政システムの検査とか、そこら辺でもっとメリットを感じるような、検査も含めてです

けども、そうすることで、この協調領域がどんどん広がっていくのかなと思いまして、そ

こが官の役割と感じました。 

 以上です。 
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【小澤座長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 滝澤先生、お願いします。 

【滝澤委員】  ありがとうございます。滝澤です。 

 先ほど来、研究開発のお話等が出ていましたけれども、先生方が御指摘のとおりかなと

思います。建設業は８割以上が中小零細ですので、そういったところが研究開発を行うこ

とはあまり想定されません。どういったところをターゲットにお話をするのか整理される

べきと、私自身も思いました。 

 それから、質問ですけれども、最後の論点のところで協調領域という言葉がありますが、

協調領域と競争領域をどのように分けるかというところは、私自身は非常に難しいかなと

思っていて、少し昔の経済白書とかを見ますと鉄鋼の分野でこういうような協調領域があ

って、こういう活動をしています、研究会をしていますという、大手の鉄鋼事業者が集ま

ってという事例を見ました。建設業界ではそういった取組が現状あるのかどうかというよ

うなところをお伺いできればと思います。 

 以上です。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

【岡本課長補佐】  協調領域の技術開発の取組事例としましては、資料２の８ページの

ように、こちらは受発注者間で情報を共有するＡＳＰというシステムです。こちらについ

て、それぞれ各社個別に使われているシステムをＡＰＩによって同じようにそれぞれのシ

ステムから必要な情報を見えるようにするプラットフォーム、こちらのイラストで黄色く

協調領域と書いてあるところでございますが、ここを整備することで、各社が別々のシス

テムをつくっても、同じようにシステムに登録されている情報を見ることができるように

する取組がございます。 

 ほかに建設機械では、これは本日の資料の中にはございませんけども、かつては建設機

械が各メーカーごとに別々に操作方法が定まっていたものを同じ操作方法に統一したり、

また最近では自動化に向けて、それぞれのメーカーの機械の自動化のためのデータ通信の

協調に関する研究を、こちらは、土木研究所主体で進めています。国の施策として協調領

域の取組として進めているものは個別にはございます。 

【和田分析官】  補足させていただきます。小澤座長が中心になって東京大学でも進め

ていただきながら、大手のゼネコンが集まられている日本建設業連合会さんですとか、あ
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とは建設コンサルタンツ協会さんのほうでも枠組みをつくって検討が始まっている状況で

はございます。それが社会実装までつながっているかどうかというところは、まだまだこ

れからという認識ではございます。 

【滝澤委員】  分かりました。ありがとうございます。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 ただ、いずれにしても、ＩＣＴプラットフォームにしても、機械とゼネコンをつなぐオ

ープンプラットフォームをつくりましょうという取組にしても、土木研究所であったり、

国土交通省であったり、公的なところが少しリードしてやろうとしていて、業界団体が民

間側で協働して、こういう部分は協調して、この部分はそれぞれ競争しましょうという取

組が十分できているかというとそこはなかなか難しくて。私が存じ上げている例としては、

現場で使う比較的小型のロボット、溶接の機械であったり、床ならしの機械であったり、

そういうものの開発をある範囲でその業界に入った人たちが共有できるような仕組みをつ

くりましょうと、ＲＸコンソーシアムといいましたか、この人たちがそういう取組をして

いるというのは伺っていますけど、なかなか業界が自らそういうことをやるというのは難

しいですね。 

【春日委員】  ＲＸはコストもすごくかかりますから、最初は個々に取り組まれていま

したが、今は集まって皆さんで取り組んでいます。 

【小澤座長】  重複の投資を避けて、得られた成果をできるだけ産業全体で共有して、

違うところで皆さん競争しましょうというのをどうやって描けるかということと思います

けども、私自身は、協調領域は競争領域のためにあると思っていて、競争領域の発展を促

進させるために競争しなくていい部分をつくり、そういうものをつくったほうがより発展

するのであれば、そのようにしましょうと理解しています。そのためには誰かがまとめる

労を取る必要があるので、みんながそこで合意できるか、調整できるかということと、技

術的にそれが実現できる仕組みがちゃんとできるかどうかということで、両方がそろって

初めて実現できるのかなと思います。 

 どうぞ。 

【野城委員】  よろしいですか。 

 例え話みたいな話ですけど、ミュンヘン工大にいらっしゃるトーマス・ボック先生とい

うコンストラクションロボティクスでは大変有名な先生がいるのですが、彼は建設ロボッ

トについての技術は、東大に入学して１９８０年代後半から９０年代前半にいろいろなゼ
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ネコンで当時、第１期のロボティクスのブームのときに見て回ってそれを学んで、ミュン

ヘン工大でやったら、世界的な権威になっていたそうです。彼が言うには、本当に彼に親

切に教えてくれただけじゃなくて、当時の日本の建設会社というのは割とそういった技術

開発をする現場レベルの人たちは横に連絡があったと言います。今、知財などもあり、せ

いぜい何かのフォーラムがあったときなどしかできないそうです。だから、一つはそうい

う、悪い意味でサイエンティフィックなイノベーションモデルだけに会社の経営者が凝り

固まってしまっていて、同業者の技術面のつながりが失われたということが悩みどころの

一つかなと。むしろ産業界でもう少しできる雰囲気をつくっていくのも大事と、トーマ

ス・ボック先生が心配していました。彼はすごく日本のファンなのでもったいないと、い

ろいろいいものがあるのに、横に連絡が取れなくてできないとおっしゃっていました。 

【小澤座長】  建設業の特徴からすると、技術開発をしようと思うと、建設業だけで何

か開発できるかというとそれは難しくて、誰かと一緒に開発することが通常なのだと思い

ます。そもそも開発を始めるときに秘密保持契約を結ばないと研究開発に着手できないと

いうことになると、その先がどういう契約になっているかにもよると思いますけど、その

組合せでしか技術が使えないということにもなりかねなくて、産業全体でその技術をお互

いに使い合う仕組みということが多分求められていると思います。 

 共同で開発することは、もちろん一つのやり方としてあると思いますけど、先ほどの先

行したところがちゃんと利益、リターンを得られるという仕組みがあるかどうかというと、

もともと１社しかできない技術を国土交通省が活用することは、昔は難しかった。それが

徐々に特許料を払って使えるようにはなってはいますが、この技術は１社しかできないこ

とが分かったものを仕様書に書くということはなかなか勇気が要ることで、そういう意味

ではそこにまだ工夫の余地があって、我々が知恵を入れなきゃいけない部分があるのかな

と感じているところです。 

 ですので、この協調領域の議論は、具体的にどうやって課題を解決していくのか、どこ

がまだ足りていないのかというところをもう少し議論を深める必要があるかなと思います。 

【春日委員】   歴史的に言えば、戦後、プレストレストコンクリートはドイツとフラ

ンスから、日本人が膨大な特許料を払って、インフラを造ったわけです。あれはみんなが

使えるフランスとドイツの特許だと。今言われた１社というのは、１社技術は、ロイヤリ

ティーは取りますよ、先ほど言われた先行のメリットがないといけないので、その代わり

みんなに開放しましょうというルールで、それがドイツ、フランスが日本のある１社にな
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るということだけの話なので、そんなに難しいことではないかなと思います。それだけで

もかなり進歩すると思います。 

【小澤座長】  そういう事例をつくっていったらどうかと思いますね。 

 まだ議論は尽きないとは思いますが、野口先生、どうぞ。 

【野口委員】  ありがとうございました。 

 今の先生方のお話のなかに、２番目の点に関する協調領域の技術開発のために必要な仕

組みで、最後に個別に具体的に考えていく必要があるというお言葉がありましたけれども、

先ほど先行技術開発をした人が不利益にならないのが重要だという話についてはさせてい

ただいておりましたので、それ以外に重要と思っていることをお話しさせていただきたい

と思います。 

 １つは、これもやり取りの中にあったと思うのですけれども、どのような領域でも協調

とか協働をするときにはマッチングが重要であり、マッチングするためにはその前提とな

る情報共有が重要なので、こういうところを業界に任せるのではなく、国土交通省さんが

業界を牽引するような形で情報共有やマッチングの仕組みをつくられたら良いのかなとい

うのが一つです。 

 それから２つ目は、今投影していただいている資料についてですが、これが可能かどう

かということは、私は技術屋さんではなく分からないのですが、技術開発のベースになる、

それをプラットフォームと呼ぶのか、インフラと呼ぶのか、土台と呼ぶのか、いろいろな

呼び方があると思いますが、そこを可能な限り標準化しておかないと協調、協働というの

は進まないのではないかなという気がいたしました。これが①－２に関する感想のような

ものになります。 

 あともう一つ、お時間が押しているかもしれないですけども御質問させていただきたい

と思っていたのは、もう一つあった②のリスクマネジメントの件です。この資料を見てい

ると、リスクマネジメントと言いつつも、法的な責任の話をされているのかなというよう

に見受けました。つまり、契約を結んで、何か問題があったときに誰が賠償責任を負いま

すかというところをイメージされているのかなと見えるのですけれども、リスクマネジメ

ントというのは本来はもう少し広い話であり、責任の話とリスクの話というのは随分と違

う局面の話になるのではないかと思うのですが、今回のこの資料では、どちらの議論をさ

れたいと思っているのでしょうかということが質問です。よろしくお願いします。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 
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【岡本課長補佐】  ありがとうございます。 

 あくまで御紹介できる事例として御準備させていただけるものが、法的な契約上の責任

しかなかったところでございまして、リスクというのは、おっしゃっていただいているも

う少し広義のお話として御議論いただければと思っております。 

 工事契約の中での、実際の発注者の責任を、契約書での位置づけをお示ししていて、こ

のために狭いように見受けられてしまいましたところは、申し訳ございませんでした。 

【野口委員】  ありがとうございます。広い議論をするという意味なのだということを

お伝えいただいたと思います。その上で、ただ、前者の狭義の責任の話も重要ではないか

なと、こういう資料を拝見していると思います。こういうような領域において、危険があ

るかもしれないけれども安心して新しい技術をつくり、活用していくというところで、責

任の話もまだまだ議論しないといけないことがあるのかなと思っており、投影していただ

いた資料の中にありましたけれども、認証とか認定とか技術そのものを何らかの形で質を

保証する、行政がすると思いますが、行政が質の保証をしたら認定権者、認証権者として

の責任を行政として取るという仕組みにするだけで、随分と進みがよくなるのかなと思い

ました。広いリスクの話をするのであれば、リスクのイメージを少し具体的に議論しなが

らのほうが議論を進めやすいのかなという気もいたします。ありがとうございました。 

 以上です。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 ちょうどリスクとか責任のお話をいただいたところで、次の話題として医療機器の開発

についてのお話を聞かせていただけるということで、医療の分野では新しい機器の開発、

あるいはそれを実装するに当たってどういうプロセスで進められているのかというところ

につきましてお話を聞かせていただければと思います。 

 本日は、朝日サージカルロボティクス株式会社取締役で、最高開発責任者でいらっしゃ

います安藤様にお時間をつくっていただいております。 

 安藤様、どうぞよろしくお願いします。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  よろしくお願いします。 

 本日は、お招きいただきありがとうございます。全然分野外の者ですけれども、私自身

は工学系の人間なので話を聞いていて非常に分かるところもあり、面白いなと思って聞い

ておりました。 

 医工学ということで医療従事者と一緒にやっている者でして、もともとは機械とか電気
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の研究者をやっていたのですけども、２０１５年あたりにベンチャーを立ち上げて、今の

手術ロボットを作るという会社を立ち上げて、今は朝日サージカルロボティクスという名

前になっておりますが、途中で朝日インテックという今の親会社に買収されまして、今に

至っています。 

 ずっと本当に１つの製品を作り続けてきているところですので、あまり何か分岐点はな

いのですけれども、会社を立ち上げて、研究開発を含めて作り続けてきて、ようやく昨年

度、臨床で使えるものができて病院に納めたというところです。本日は医療機器開発の実

体験も踏まえて、何かお役に立てることがないかというところで御紹介したいと思います。 

 私自身は研究者でしたけれども、ベンチャーを立ち上げるに当たって何を作るのかとか、

先生方と話して、どんなものが欲しいのかというところを見つけるところが最初のスター

トでした。ニーズが一番重要であるということは医療機器業界ではよく言われていまして、

ニーズの抽出をどうしていくのか、そもそもそれがニーズなのかということを徹底的に議

論するところに非常に時間をかけておりました。 

 その後、そのニーズをどうやって実現するのか、ビジネスプランについてどのようにし

ていくのかについて検討しまして、実際会社を立ち上げる前にこういう思考を経て、会社

が出来上がったというところです。 

 こちらで色をつけているのは、BIODESIGNというアメリカのスタンフォードで主にやら

れている医療機器とか医薬品も含めて新しいイノベーションを生むためのシステム、シス

テマチックにどうすればいいのかという学問のようなものがありまして、図らずともこの

流れになっていたかなということをお示ししたいと思います。詳細については、

BIODESIGNで検索していただくといろいろ出てくるかと思います。 

 今のニーズの話がなかなか深いものでして、ある医師がこのような何かとんでもないこ

とを言い出したらどうするかというところですけども、「どうかな？」というのが、まず

よく分からないのです。このニーズが何なのかというところですけども、空を飛びたいの

か、ジャンプしたいのか、どれがニーズなのか分からないとか、あと、解決方法が入って

いるのですけども、これが必須なことなのかというのが医療従事者ではない者からすると

分からないので、そこは深掘りしてあげる必要があります。 

 とにかくこういうニーズを持っている医療従事者とか、一般の方もそうですけど、解決

策というよりは現状で何の問題が起きているのですかというところを、できればエビデン

スを基に説明してもらえると、作る側とか研究する側としてはそのニーズを深掘りしてい
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く基になるかなと思います。 

 今回の医療機器ですと医師が提案してくることが多いですけれども、医師の提案という

のはなかなか技術的には達成が不可能な場合が多々ありまして、それをそのまま伝えられ

ても「使えないんだけどな」というところがあります。ですので、実際には作る側がちゃ

んと考えるというところが重要かなと考えております。 

 似たような話で、もともと昔は洗濯板にこすりつけて洗濯していたと思いますけれども、

洗濯機がない時代に自動で洗濯するロボットといったら、結局多分、洗濯板にこすりつけ

てしまうようなロボットになると思うんですね。こういうニーズをそのまま実現しようと

すると、どうしてもちょっと方向性がずれたものになってしまうので、本来はそれがニー

ズではなくて、汚れを落とすことが目的だと思うんです。ですので、そこをちゃんと見極

めて、どれがニーズなのかということを抽出することは、どちらかというと作る側の技量

としては必要なのかなと考えております。 

 今までニーズの話をしましたけれども、もう少し幅広い視点で、医療機器業界がどうい

うステークホルダーによって成り立っているかというところを少し整理しました。まず、

ユーザー側としては患者さんがいらっしゃると思います。患者さんはもちろん医療機器の

ユーザーにもなり得ますし、病院とか医師というのも医療機器のユーザーになり得ます。

病院とか医師が患者さんに対して医療行為をするということを行っているのですけど、そ

れはどちらかというと我々医療機器メーカーが関与することではなくて、あくまでも医師、

病院が患者さんに対して医療機器を提供するというような構図になっているかと思います。 

 先ほどのニーズに対して言いますと、一般的に思いつくような病気を治したいというニ

ーズは患者さんからも出てくるでしょうし、うちのロボットのように医師から出てくるよ

うなニーズもあるかと思います。ですので、この一くくりにしたユーザーの中からニーズ

が出てくるというような構図は、今までのところあまり変わることはないです。 

 次に、規制当局です。こちらは医療機器業界特有なのかどうかは調べたことがないので

分からないですけれども、少なくともこの業界ですと、まず、審査するという機関が存在

します。それがＰＭＤＡと呼ばれるところですけれども、こちらが新しい機器ですとか、

一部認証基準がないものについてはＰＭＤＡが審査して承認を与えるという流れをたどっ

ております。 

 それとは別に認証機関もありまして、例えばＪＩＳ規格とか、ほかの規格を認証すると

か、あとは認証規格がある医療機器については、その機関だけで完結して認証を与えると
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いうような機関もあります。 

 ここで、承認と認証というのは似たような言葉ですけど、この分野では明確に分かれて

いて、承認はＰＭＤＡに対して申請して承認をもらう。認証は、認証基準があるものに対

して認証機関から認証をもらうということで、言葉としての意味合いが少し違います。で

も大ざっぱに言うと、作ったものに対して何らかの承認という、大きなくくりで言う承認

という言葉を使うと、そういうものをもらうことがここの行為になります。 

 次に、医療機器メーカーですけれども、この点線で囲ったくくりは一つのメーカーにも

なり得ますし、分かれることもあります。業許可というものが医療機器では必ず必要にな

ります。医薬品でもそうですけども、医療機器を売るというところでは製造販売業の許可

を持っていること、かつ、先ほど言いました製品自体が承認または認証を取得しているこ

と、この２つが必ず必要になります。 

 製造販売業というのが一番親になるものでして、そこの下に製造業というものとか販売

業、もっと細かいことで言うと賃貸業とかいろいろありますけれども、主には製造販売業

と製造業という関係性が一番重要となります。 

 製造販売業とは何かというと、ここ自体が作っているとは限らなくて、例えば輸入して

販売するというところに対しても製造販売業が必要です。ここの役割としては、ＱＭＳ

（Quality Management System）、品質管理システムを一番担っているのがここです。それ

を守らせて製造業をさせる構図になっています。ですので、実質的にはこの製造業もＱＭ

Ｓをもって運用しているということが必要になります。 

 自分たちの会社で言いますと、我々朝日サージカルロボティクスは製造業でして、親会

社の朝日インテックが製造販売業という構図になって、同じような形でやっております。 

 さらにその下に部品、単純にモーターとか機械部品というものがあって、サプライヤー

はこの医療機器メーカーとは全く別なところで存在して、これは一般部品を使っています。

それを医療機器として作り上げるのが製造業であって、販売するために最終的な責任を負

うのが製造販売業という理解をしていただければよいかと思います。 

 今までお話しした品質管理というところで２つ出てきたと思うのですけども、管理体制

を構築するということと品質を担保するということ、この２つによって医療機器は品質が

保証されていると考えております。管理体制というのは、先ほどの品質管理監督システム、

ＱＭＳが構築されているということで、これはすごく一般的な例で言うとＩＳＯ９００１

が一番近いところでありますが、ＩＳＯ９００１のさらに上位版のＩＳＯ１３４８５とい
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うのがありまして、それをほぼ踏襲するような形が必要です。 

 例えば設計資料が管理されているかとか、製造した記録は全部残されているかとか、あ

とは市販後に安全性の管理体制が構築されているとかいろいろあります。それが会社に求

められることでして、それプラス製品性能そのものに対してもいろいろな審査とか検証が

必要なります。例えば電気的、生物学的な安全性がちゃんと担保されているか、これもち

ろん試験をすることになります。あとはリスクマネジメントがちゃんと行われているか、

試験方法自体がそもそも適切かということを審査されて、これらが全てオーケーであれば

承認が得られるという形になっております。 

 我々は実際にＱＭＳ省令に従った品質管理監督システムを構築して、今まで医療機器と

いうものを世の中に出してきましたけれども、最初に行うこととしては、製造販売業とか

製造業の業許可を取るということが必要になります。こちらに関しては、都道府県の薬務

課というところで許可する形になります。ただ、業の許可を与えますよということでしか

なくて、実質的に見るのはＰＭＤＡ側になります。 

 実際に製品の承認申請するときに適合性調査というのも同時に受けることになるのです

けれども、それが管理体制に対する調査になりまして、実際に会社に見に来てもらって製

造現場を見て、関係する書類、ここにいろいろなマニュアルがありますけれども、このマ

ニュアル類を１つずつチェックして、規格ですとか省令に対して齟齬がないかを確認する

ことが適合性調査になります。 

 もう一つ、製品に対する承認ですけれども、こちらはいろいろステップがあります。い

きなり承認申請をするということはあまり現実的ではなくて、まず、開発する前とか開発

の途中でＰＭＤＡに相談することが一般的です。対面助言という言葉があるのですけれど

も、お金を払ってプロトコルとかクラス分類とか、そのほかいろいろな適用すべき規格が

妥当かどうかについて、お墨つきをもらうことがこの前段階になります。 

 そこから実際に試験し、製品を作り上げて、最終的に承認申請をします。承認申請をし

ている中でもいろいろな照会事項が出てきて、それに適宜答える必要がありますけれども、

大体申請してから半年から１年ぐらいで承認が取れる流れが一般的かと思われます。です

ので、認証ですとちょっと話が違うのですけれども、新しい医療機器については承認にな

りますので、承認ということはＰＭＤＡが必ず登場して、やり取りをするのはＰＭＤＡと

いうことになります。 

 またちょっと話が変わりまして、医療機器はいろいろな規格が存在しております。左側
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にあるのはどちらかというと先ほどの管理体制に関わる規格でして、ＩＳＯ１３４８５が

ＩＳＯ９００１の上位版と申しましたものです。あとはソフトウェアに関わるものとかい

ろいろあります。 

 右側はどちらかというと設計の基準となるもので、ＩＥＣ６０６０１シリーズというの

は電気的安全性に関わるものでして、事務用品とかでも似たような規格はあるのですけれ

ども、それが医療機器に特化されたような規格になっております。あとは生物学的安全性

の規格、これも試験方法などが書かれているようなものです。 

 それを通じて全部最初から最後まで考えなければいけないのがリスクマネジメントに関

する規格でして、リスクマネジメントは常に意識していなければならなくて、市販前とい

うか、設計段階から製品のライフサイクルが全て終わるまで常にリスクマネジメントをし

なければいけないというような要求事項になっております。 

 ここら辺は細かいので割愛したいと思いますが、先ほど申しましたようにＩＳＯ１３４

８５についてはＩＳＯ９００１の上位版になります。ＩＳＯ９００１を御存じの方でした

ら非常に分かりやすいと思うのですけれども、多分もうちょっと細かく、大分細かく書か

れていると思います。やっていることとしては非常に簡単な話で、本当にやるべきことを

文書化して守らせるという、それだけです。手順を決めるとか記録をどうやって残すか、

そういうことが書かれていて、それを実際に運用することが求められています。 

 ＩＳＯ１４９７１はリスクマネジメントの方法について書かれています。例えばいろい

ろなハザードが医療機器についてはあると思いますけれども、このようなハザードについ

て考えなさいとか、これは本当にただのヒントでしかなくて、どちらかというと規格の中

で述べられているのはリスクマネジメントのプロセスをどうやって運用していくかとか、

どうやって確実なものにしていくかというところの手法をやりなさいということが書かれ

ています。 

 医療機器はよくリスク、リスクと言われます。お医者さんが治療のためにおなかを切る

ということは、リスクとベネフィットを考えてやらざるを得ないということがあるので、

リスクはあってもそれをやらなければいけないということであります。ですので、考え方

としてはリスクをゼロということにするわけではなくて、可能な限り低減させることが必

要です。かつ、それは必ず医療機器としての効果効能に対してどういう考え方なのか、例

えばほとんど効果としてはそんなに、何か病気を治すものではないものに対して、すごい

リスクがあったらそれは使わないと思うのですけれども、そういう考え方が必ず必要にな
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ります。ですので、リスクとベネフィットという考え方は、このリスクマネジメントでは、

医療機器の中では非常に必要になります。 

 あと電気的安全性、こちらは細かくなるので割愛しますけれども、一般的な電気的な規

格に準じていろいろしているところがあります。こちらについては、設計に関わるところ

で非常に膨大な量があります。 

 またちょっと違う話題になりますけれども、医療機器開発における補助金についてです。

こちらがどれくらい一般的なことかどうかということは分かりませんが、少なくともこの

業界といいますか、研究者から私が今の立ち位置に来ている流れで知っている範囲で言い

ますと、割と洗練されたシステムになっているかなと思います。現在、ＡＭＥＤと呼ばれ

る、ある機関に予算が各省庁から集約されて、そこから医療機器ですとか医薬品に関する

開発の研究費が分配される仕組みになっております。いろいろなステージが医療機器、医

薬品にあると思うのですけれども、それぞれのステージに応じた様々なプロジェクトや研

究予算というものがありまして、それぞれ大学や企業を対象にするなど、分野等は違いま

すけれども大まかにはこのような仕組みで回っております。恐らくこの辺についてはそこ

まで変わらないと思うのですけども、公募については年１回程度でして、小さなものから

大きなものまであります。医療機器に特化して集約しているというところでは効率的に行

われていると感じています。 

 ここからは少し御質問等も含めてさせていただければと思います。 

 先ほどと同じような図を出しましたけれども、社会インフラ整備についてのステークホ

ルダーは誰なのかというところが、一般人レベルですとこれくらいの図しか描けなかった

のですけども、ざっくりと知っているところでは、国土交通省ですと地方行政から恐らく

ゼネコンに発注が行って、それで大きな公共工事がされるというところぐらいは知ってい

ます。かつ、いろいろな下請があって、そこで工事が行われていると思うのですけども、

先ほどから議論に出ていますようにニーズ、どのようなものを求めているというのを誰が

発注者に伝えているのかというのが、私自身もこの図を描いていてよく分からなかったと

ころであります。 

 というのも、環境性能というのは、さすがにそれは国がやらないといけないところであ

ると思うのですけれども、一方で省人化するというのは、どちらかというと下請に対する

話なのかなと思ったりもしたので、医療機器でもそうですけれども、部品に対する仕様と

かはもちろん医療機器メーカーがニーズとして伝えることでありますので、必ずしもユー
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ザーからのニーズというところが全てではないと思うのですけれども、一番大きな流れと

してはこのニーズを伝えるのは誰なのかというのがちょっと分からなかったところです。 

 また、医療機器業界でいう規制当局というものが存在するのかといったところと、どう

いう仕組みで先ほどのような承認とか認証が回っているのかというところが知らないとこ

ろでして、これが医療機器は割とうまく回っているところであるのかなと思いますので、

何か参考になればと思いました。 

 ここからは本当につらつらと書いているところですけれども、先ほどから申しましたよ

うにニーズを知っているのは誰なのかというところが分からなかったところです。実際に

的確にニーズを表せるというのがユーザーではない場合も結構あると思います。ですが、

今回の場合のように非常に大きな話になると、それは国とか省庁が主体的に言わないとい

けない場合もあるかと思います。ズバッと「これがニーズなので、これをやりなさい」と

いうことを言わなければいけないこともありますので、そういうところはそれでいいとは

思うのですけれども、その場合に付加価値を理解することができるのかとか、的確に伝わ

るのかというところはどうなのかなというところがよく分からなかったところです。 

 また、分野が違えばシーズを優先して作るということも全然あり得ると思うんです。そ

ういうことが起き得るのかな、とも少し思ったりもしました。 

 あと、少し似たような話なのですけれども、先ほどから出ているように先行者ですとか

新しい技術に対するインセンティブがあるのかというところで、これはどう考えてもイン

センティブがないとやれないと思います。新しいイノベーションは生まれないと思います。

医療機器業界ですと、どうしても患者さんの予後が向上するとかよくなるということは、

これはちょっと世知辛い話ですけども売上げの増加につながるということが目に見えてい

ますので、それは明確な理由があるんです。ですけれども、入札とか、同じようなものを

安く作るだけですと、なかなか新しい技術をつくるインセンティブというのがなくなって

しまうと思いますので、そういう会社がリスクを背負ったりとか、新しいものをつくった

ことに対するインセンティブを払うのは誰なのかなというのがよく分からなかったところ

です。 

 品質保証に対してですけれども、こちらもお聞きしないと分からないところなのでほと

んど質問になっちゃっていますが、医療機器業界ですとＰＭＤＡというような審査をする

機関があって、あとは業許可を持っていて、それぞれが責任を持っているところがありま

すが、その仕組みがどのようになっているのかというところです。 
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 あと、承認とか審査がどのようなレベルであるのかなというのが私自身では知らないと

ころでしたので、このような対比についてもお聞かせいただければと思いました。 

 また、リスクマネジメントも先ほどからお話が出ているとおりですけれども、発注側に

も作る側にもリスクマネジメントを常にしているような概念というのが存在しないと、な

かなか難しいと思います。ですので、例えば橋とかそういう公共物というのは非常に長い

期間使われると思うのですけれども、そういうライフサイクルが終了するまでリスクマネ

ジメントを継続するという考え方があるのかというところがちょっと分からなかったとこ

ろです。 

 補助金については、社会的な要請を反映して説明できているかというところが重要かと

思います。医療機器は分かりやすいのですけれども、社会インフラの技術革新がなぜ必要

なのかというところを説明して国から予算を取ってくるというところは省庁さんしかでき

ませんので、そちらはやっていく必要があると思いました。 

 分配方法については、これは多種多様でいいとは思いますけれども、ＡＭＥＤのように

集約してやると分かりやすく、無駄がないというような気はします。ただ、そんなに分か

れていないのであれば、どこからか１か所から出ているというものもそんなに問題はない

かと思います。 

 あと重要なのは、こういう方針で新しい研究や政策を決めていくような会議があるのか

というところが重要かと思います。ＡＭＥＤですと有識者が集まって、次の公募はどうい

うテーマにするのかというのをいつも検討しています。これは応募者が有識者になる場合

もちろんあるので、そこは利益相反の関係でなかなか難しいところではありますが、それ

は仕方がないところでもあって、分かっている人が次の技術を決めないといけないところ

があるので、どうしても仕方がないところは感じております。実際にやっているのは研究

者だったり、民間企業だったりすることもあります。 

 というところで、少し長くなって駆け足でしたが、私自身の感想も含まれていますが、

医療機器業界との対比についてお話をさせていただきました。ありがとうございます。 

【小澤座長】  安藤さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、少し御質問もいただいていますが、こちらからも御質問させていただいてよ

ろしいでしょうか。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  はい。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 
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 それでは、委員の皆様から意見をお受けしたいと思います。 

【須﨑委員】  よろしいですか。御発表ありがとうございました。 

 ９ページのスライドですけれども、最初に都道府県の薬務課が業務許可の申請を許可す

るとあります。これは形式的でそんなに大変じゃないというお話でしたが、こちらの許可

に基づく問題といいますか、その後、例えば医療機器に関するトラブルとかで許認可に問

題があるとうことはあまりないのでしょうか。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  朝日サージカルロボティクスと

しては製造業しか取っていない会社ですので、製造業を取ったときの感覚からすると、ほ

ぼほぼ何もないといいますか、こちらは提出して、書面に判こが押されたぐらいの認識で

しかなかったです。 

【須﨑委員】  例えば医療機器の不具合とかで死亡事故が起こったりすると、このＰＭ

ＤＡとの間でのいろいろなやり取りになるという感じなのでしょうか。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  そうです。都道府県に何かとい

うよりは、例えば不具合とか緊急性の高いものについては何日以内にＰＭＤＡに報告する

など、そういう決まりがありますので、一番最初に製造販売業からＰＭＤＡに連絡が行く

というのが通常の流れになります。 

【須﨑委員】  ありがとうございました。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょう。 

 オンラインで参加されている先生方も、質問がございましたら手を挙げていただければ

と思います。 

【須﨑委員】  もう一点よろしいですか。 

 京都大学の須﨑です。先ほどのＰＭＤＡの仕組みは非常にいい仕組みだと私も思ったの

ですが、それは何か社会の強い要請とか、あるいはリーダーシップを執られたのは厚生労

働省かもしれませんけど、何かそういう時代的な背景というのが何かあったのでしょうか。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  すみません、昔の話で、私も子

供の頃だったので分からないですけども、薬害エイズとかいろいろと問題があったと思う

のですが、あの辺からかなりしっかりしてきたイメージがあります。 

 ＰＭＤＡのホームページに公開されていますが、昔はＰＭＤＡという組織はなくて、実

際にスタートしたのは２００４年ぐらいなのでそんなに古い組織ではないんです。そこま
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では独立して、国立医薬品食品衛生研究所とかそれぞれが主に薬に対して審査をしていた

ようです。そこから一元化してＰＭＤＡが安全業務、承認業務とかその辺を取りまとめて

きたというのがこのくらいの時代になります。ですので、最初からその仕組みができてい

たというわけではなくて、本当にいろいろな問題があったがゆえに今の仕組みになってき

たというところが正しいかと思います。 

【須﨑委員】  ありがとうございます。 

 建設現場の方の話を伺っていますと、建設業者だけではなくて、例えば建機メーカーと

か建設以外の情報系の方々も関連する話でして、似たような問題の構造があるのかなと聞

いていて感じました。ありがとうございました。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 滝澤先生、お願いします。 

【滝澤委員】  御説明ありがとうございました。 

 ＡＭＥＤの話がありましたけれども、私自身は経済が専門でして、たまたま新型インフ

ルエンザ等対策推進会議というところに委員として出席させていただいていて、そのとき

にＡＭＥＤというのがあって、文部科学省や厚生労働省、経済産業省等が独自に実施して

いた研究開発への支援等を一元化して実施するということで、研究から臨床というのをそ

のまま円滑な橋渡しができるというようなお話で、すばらしい取組だなと私自身も思って

おりました。こういったことが建設の分野でも実現すると、無駄な資源配分というのも起

きないのかなと思いました。 

 実際にＡＭＥＤから分配されるスキームになったことで、研究開発の現場におられて非

常に研究開発がスムーズになったのか、直感的なお話で申し訳ないのですけれど、印象を

お伺いできればなと思いました。事前と事後でどのぐらい変わったのかというようなとこ

ろです。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  まず、細かい話で言うと、各省

庁、主に経済産業省、文部科学省、厚生労働省が多いですけれども、それぞれの書式とか

やり方があって出していたというところがなくなって、ほぼ統一された形でＡＭＥＤに申

請するようになったので、申請する側としてはやりやすくなったなというのは感じており

ます。 

 あと、ステージに応じたこういう公募ですというのが事業一覧の中でありまして、この

事業はこのステージ向けなのだなというのがぱっと見て分かるようになっていて、ＡＭＥ
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Ｄが考えている全体のスキームといいますか、今後どうしていくんだろうなという全体像

が分かりやすくなったなと感じています。それがあると、実際に申請するときなどに、今、

我々が研究開発しているのはここでとか、自分たちの立ち位置を説明しながら申請すると

いうこともできるようになりますので、適材適所で金額に応じてとか、ものに応じて取り

やすくなるというところはあるかと思いました。 

【滝澤委員】  分かりました。私自身も予見性というところ、情報の共有というところ

が非常に重要だなと思ってお伺いしておりました。ありがとうございます。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 いかがでしょう。 

【春日委員】  １点だけ教えてください。承認と認証の違いを説明されましたけども、

７ページの図でいくとＰＭＤＡが承認で、認証機関というのがバリデーションをやるとい

う、一製造販売業から申請が行ったときの書類というのは分かれているのか、それとも同

じ書類を見ながら承認と認証が行われるのか、その辺を教えてください。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  ＰＭＤＡと認証機関は少し分け

て考えていただいたほうがいいかと思います。もともと今までに既存の製品の改良ですと

か、ほぼ基準があるものについては認証機関に出すということになりまして、その場合は、

ＰＭＤＡは全く登場しないような形になります。ですので、書類も少し違いはしますけれ

ども、申請するための全体の構成としては似たようなものでして、認証申請書なのか、承

認申請書なのかというような違いと、あとそこに書くべき内容というのは大きくは違わな

いです。ただ、そもそも認証基準があるものはこっち、新規、認証基準がないものはこっ

ちというような分かれ方になります。 

【春日委員】  ありがとうございます。分かりました。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  先ほどちょっと私がごちゃまぜ

にしゃべってしまったんですけども、医療機器の認証機関とはまた別に、ＪＩＳ規格とか、

先ほどＩＥＣ６０６０１の電気的安全性の試験をする会社というのはまた独立に存在して

います。これは、どちらかというと製造販売業者が申請するときの書類の中に含まれるべ

き試験の報告書とかを作ってくれるのがそういう試験機関でして、こっちをごちゃまぜに

言ってしまったんですけれども、そういう試験機関で試験されたデータを基に申請します

よというのが先ほどの規格の意図になります。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 
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 ほかによろしいですか。 

 質問もお寄せいただいているところですが、時間の関係がありますので、後ほど事務局

を通してできるだけお答えしたいと思います。関心を持っていただきまして、どうもあり

がとうございます。大変勉強になりました。 

 時間の関係もありますので、次の野城先生の話題提供を拝聴して、もし可能であれば全

体で議論させていただければと思います。 

 お願いします。 

【野城委員】  では、建設分野における技術開発の「やりよう」というようなことでお

話をします。 

 お話しすることは、デジタライゼーションが進行する中での分野横断ということでござ

いますが、一つはサイバーフィジカルというような側面と、もう一つは、サイバーまで広

がっていくと実は建設関係の産業と、今日の議論にございましたけど他産業とのドメイン

が曖昧になっていくという意味での分野横断ということがあるかと思います。 

 その中で、後から申し上げたいのは、大きなシステムというよりはそれぞれのプロジェ

クトの特徴が違いますので、様々な技術や物が、うまくつながっていくようなインターオ

ペラビリティということを強く意識する必要があるのではないか、こんなことをお話しし

ます。最後に、建設における技術開発の多くはプロジェクトを契機に起きるということを

申し上げたいと思います。 

 まず、先ほどから出ておりますけど、今日は多分デジタライゼーションという言葉をか

なり使うと思います。というのは、残念ながら、多くはまだＤＸになってないという認識

でのお話です。 

 まずは、サイバーフィジカル的な意味合いでの話でございます。繰り返しになりますが、

今まではいい設計情報をつくって人工物ができる、それがアナログからデジタルになって

きた。ただし、いい設計情報も、須﨑先生のお話にあるようにコンストラクタビリティ、

施工可能性がうまく読み込めないので分断が起きるという問題があるのですけれど、今ま

ではこういった建設技術はいい設計情報をつくって、いい人工物ということだったのです

けども、社会基盤や建築のストックができていきますと、人工物の特性を逆にデジタルモ

デルにしていくというニーズが出てきていると、これは逆向き転写という言い方をしてい

ます。 

 例えば分野横断的ですが、この長谷山先生はＩＴの先生でございまして、今、北海道開
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発局と北大で面白いプロジェクトをされています。これは新聞報道されていますけども、

非常に広い範囲の道路を少ない人数でインフラ施設をお守りされていますので、センシン

グしてできるだけ距離制約を超えて保全していくという非常に大事なプロジェクトでござ

いますので、今こういったプロジェクトを、これは内閣府のＳＩＰの関係でされていまし

て、主眼は、こういう技術を使いこなせる能力構築を北大が開発局の皆さんに対して行う

というようなスタンスでして、こういった動きも起きています。 

 それで、建築関係ではここにありますように逆転写というか、今ある構造物をデジタル

化する技術がいろいろ出てきております。こういった技術ができてきますと、例えば上の

ほうのグラフを見ていただきたいのですが、空調機の動き方をある区役所で見てみますと、

グラフが出てきますけども、空調機というのは負荷率が上がらないと非常に能率が悪いで

す。ところが、これを見てみますと相当な部分というのが負荷率の低い黄色の領域で動い

ていると。これは車で言えばローギアで路地を走っているようなものでして、なぜこうい

うことが起きるかというと、暑過ぎる、寒過ぎるというクレームが怖いので、皆さんがゆ

とりを見ていくうちにどうしても３ナンバーの車になってしまうというような現状がある

ので、例えばこういうものが逆転写で改善されてくるということになります。 

 ですから、これからのサイバーフィジカルシステムで考えていかなくてはならないのは、

人工物から運用情報を見て、それからもう一度それをどう直していくかという設計情報に

逆に直して、また改良された人工物を作っていくという、こういった枠組みでサイバーフ

ィジカルを考えていく必要があるのではないかと思います。 

 課題は、須﨑先生の話にもあったのですが、世の中で簡単にいかないのは暗黙知なんで

す。例えば外国の大工さんに襖を造らせても、その襖は滑らないんです。なぜ襖がちゃん

と滑るかというのは、まさに暗黙知の世界なのです。それは神がかったプレーのように見

えますけど、昔の大工さんというのは、板図というたった１枚のプランだけで家を造って

いたんです。というのは、彼なり彼女の頭の中には、ここにあるように、今見ていただい

た板図から長さを割り出し、ジョイント部分の継手仕口を作っていくということが全てコ

ードとしてあったわけです。そういうものが実はデジタル化されてないがために、先ほど

須﨑先生がおっしゃったような問題が出てくると思います。 

 ただし、もう４０年前にある意味でＤＸが起きまして、今は、建築の分野では大工さん

が手刻みしている図ではなくて、全てデジタルデータを基にデジタルファブリケーション

で、ですから、町の工務店は小規模なのですけれど、町の工務店の背後に、図面をもらえ
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れば全ての部材をこういった加工した形で一手に届けますよという大手の業者がいる、つ

まり工務店には技術開発能力はないんですけども、その背後に大きな新しい業態のファブ

リケーターが登場しているということです。 

 ですから、気をつけなければならないのは、特に手堅い技術ということで、こういう技

術があって暗黙知があったのですけれども、これが知らないうちにその背後にある運用す

る暗黙知がなくなっていくと非常に具合が悪くなって、取扱注意技術になってくるという

ことが建設業界では繰り返されています。 

 最近の新技術でもよく痛い例がありまして、強化ガラスに穴を空けてガラスを作ってい

くというやり方、和製英語ではドットポイントグレージング、正規の英語ではメカニカル

グレージングと言いますが、これは一時期はやりました。一時期はやったのですが、実は

ガラスが落ちまして、幸いその下に人がいなかったのでよかったのですが、私、その訴訟

のどちらかというと被害を受けたほうの人間として、裁判所の中で「こういったことはど

うしたんですか」と聞いたんです。これは本当嫌みにしか過ぎないのですけれど、どうい

うことかといいますと、最初の技術者は、恐らくここに書いたことを全部考えて設計して

新技術を入れたんです。どんどん普及していった段階でそれが取扱注意だということが全

然分からずに、この種のことはスポンと飛んでいるわけです。そういうように感じたので

質問して、例えばここにある質問状のように嫌みったらしいことを聞いたんです。これに

答えてもらうというよりも、裁判所に対してこういうことを考えていない人たちなんだと

いうことを印象づけるためにやったのですけれども。 

 ただ、もう一回戻しますと、この種のことというのがデジタル知の中になかなか載って

こない、これをどうしていくかということが大事だと思います。ですから、先ほどおっし

ゃっている配筋なんかも含めて、施工可能性に関する技術というのは本当に暗黙知の塊で

あります。ですから、今清水建設さんが潮見のところにこういったものづくり塾をつくっ

ているというのも、そこら辺の危機感があるためだろうなと思っています。 

 今の話はサイバーフィジカルの話ですけど、もう一つ、近い将来に求められることとし

て、建築屋からすると、家の中で人とロボットがドアや扉などにぶつからずに協調して作

動するという世界観です。そうすると従来のドメインを超えたインターオペラビリティが

必要ですけれど、その基礎は、先ほどから言っているサイバーフィジカルの空間モデルが

基礎になります。 

 よくＢＩＭと言われていますけれど、ＢＩＭの中身というのは設計し終わった後にどう
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使っていくかということからすると、この村井さんの学位論文にあるように、形状情報だ

とか属性情報はとても大事でありまして、これを分解していきますと、それをうまくもう

一度再編集していくと建物のオペレーションにも使えて、ロボットなどの運用にも使えま

す。つまり、ＢＩＭが全て持っているものをもう一回切り分けて、形状と状態と属性の情

報に分けて、しかもそれを空間のスケールで小さいほうから大きいものに分けていくよう

な整理が必要だということです。 

 実際にそれを試作した事例ですけど、こういうものが実はあるのですけれど、このうま

みがあるのは、ユーザーはロボットだったり、あるいは空調機の最適運転だったり、Ｉｏ

Ｔの機器だったりするわけです。そういう意味で、私は産業のドメインを超えたという意

味で申し上げております。 

 ですので、真ん中にあります空間記述といったようなものを、むしろロボットだとか

様々な建物の運用に係るサービサーが使っていけるようにしていくという意味での、産業

ドメインを超えていったというような意味合いでございます。 

 実際にそうなっていくと、例えば、今、建設ロボットというよりも使った後のロボット

かもしれませんが、屋内で移動するロボットについて、建物利用者はとてもじゃないけど

制御するためのプログラムを書けないわけです。今の空間情報をうまく使いますと、これ

は赤木さんという方が修士論文でやったのですが、建物の情報を空間情報を基に、あるい

はセンシング情報を基に符丁にしていくと、一々ロボット側で何もかもセンシングしなく

ても、エッジのほうのシステムを軽くした上で、そこに出ているバーコードなり表示を見

ながらうまくオペレーションしていく、そうすると先ほど申し上げたドアとロボットと人

が協調して動いていく世界観ができていくし、この辺りは本当にロボットなのか、建設業

界なのか、ＩｏＴか分からないですが、非常に大事な領域だと思います。そういう意味で

分野横断としております。 

 そういう意味で、この真ん中の空間記述はみんなで使っていきましょうということで、

東大の生産技術研究所の豊田先生たちがこういうセンターをつくってやっていらっしゃい

ますので、もし御関心があればぜひコンタクトを取ってみてください。 

 今、左のほうに少し出ていましたが、個別分散協調とインターオペラビリティの話をし

ます。これは私どもが東大のキャンパスで造った建物なんですが、見ていただいたように

ＺＥＢといいましょうか、夏は直射日光が入らないようにして、冬は逆に直射日光を入れ

て暖める、あるいはできるだけ自然光を入れて照明は使わない、空調機もできるだけ中の
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温湿度を見ながら使うということを、全て窓と照明と空調機をインテグレードして運転し

ていくというようなシステムが背後に入っています。 

 そのときに突き当たった一番大きな問題というのは、見ていただいているように様々な

センサーが部屋にあります。それを解析します。それで、その解析した結果をそれぞれの

機器に命令を出しますというときに困ってしまったのは、赤と紫の部分ですけれども、全

てプロトコルも組込みシステムも違うんです。たまたまこのプロジェクトはＮＥＤＯの補

助金をもらいましたので、この赤と紫の部分を必死に個別でつくり続けたのですけれど、

学んだことは、こんなことを一々やったら絶対に終わってしまうということだったわけで

す。それでインターオペラビリティということで、次のフェーズで東大の駒場キャンパス

にある実験住宅ですけれども、ここでは、プライベートクラウドとありますが、住宅の建

材の世界ですと、これがＬＩＸＩＬだったり、パナソニックだったりというメーカーだっ

たり、あるいは最近ですとＧＡＦＡが自分のところのプロトコルで動けということをやっ

ていまして、それぞれが全部クラウドをつくっているので、これの中をいじっても意味が

ない。むしろアプリケーションのほうを変えると、ちょうどプリンタドライバのように、

プライベートクラウドとの間のドライバさえつくってもらえれば１つのプログラムで動か

すことができます。私たちが言っているのはこういう仕組みで、インターオペラビリティ

というのは、みんな標準化するというのは、このプライベートクラウドの人たちはそれぞ

れ御事情がありますので。ただ協調領域でやるべきことは、まさにこういったドライバを

つくっていくための仕組みがないと１つのアプリケーションでたたけないし、そうすると

みんな売上げが立たないことを誰がやっていくかという辺りが大事だと思います。 

 あとは責任分界面です。責任分界面もはっきり決めるということだと思います。 

 実際に、これはセンサーがついているベッドで人が寝ると、その寝たという情報を基に

照明と窓と空調機が協調するという話なのですが、これは全部違うメーカーのものですが、

先ほど見ていただいた仕組みを試作して、メーカーの方々にこういう世界をつくろうよと

いうことでデモンストレーションしたというようなことであります。要は、一々それぞれ

をつなげようとするとＭ：Ｎ問題という世界が出てきてしまうので、中間的なハブをつく

って、そこにつなぎさえすればみんなつながるというのが現実的なインターオペラビリテ

ィということです。 

 今の応用問題としてありますのがＦＭシステムで、実はある会社が、Ｎｏｔｉｏｎで

様々な業務システムがつながるということを言っているのですが、なぜそうかというと、
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今言ったＩｏＴの制御と同じで、ユーザーインターフェースは同じだけど、それぞれ建物

の入退室管理だとか、大学ですと教室の管理だとか、資産管理だとか、空調機の管理だと

か、それぞれ違うアプリが動いているわけですけど、それをＮｏｔｉｏｎから統一的に、

インターフェースルールでつなげることができます。 

 これはすごく痛い思い出がありまして、東京大学が２０年前に先見の明があって全てこ

ういうファシリティマネジメントをデジタライゼーションしようとしたのですけれど、今

見ている上のレイアウト、下のレイアウトを全部パッケージでつくったんです。ベンダー

も付き合ってくれたのですけれども、いまだにユーザーが１なんです。大学という同じ業

態ですら全然事情が違うのでカスタマイゼーションできないために大変な思いをしました。

だから、大きなパッケージをつくるというよりは、切り分けてそれぞれがカスタマイゼー

ションできるということはとても大事だということを学んだわけです。 

 最後になりますが、建設技術開発はプロジェクト・ベースだというのは、私は建設関係

でいい技術をつくって、それでイノベーションになるという、そういう一直線で行くのは、

私も今まで大学教師をやっていますけど、多分実例が少ないのではないかと思います。こ

ういうようなことをベースに制度設計するのはどうかと思うんです。むしろ、つくってみ

て使ってみたけど、これは駄目だというようなことを繰り返しながら、そこで様々なユー

ザーやサプライヤーからのものを吸い込みながら進んでいくというようなことが建設関係

の技術開発で、これを回す真ん中の部分にあるのが個々のプロジェクトではないかと思い

ます。 

 イノベーションとしてはこういった何らかの便利さなり、豊かさなり、潤いなりが出て

いかなきゃいけない、これがある程度大きくなればそうなるというだけです。 

 要は、現在のイノベーションというのは、先ほどの話からいきますと、グルグルとプロ

ジェクトが回っていきながらなので、よく官庁間のプロジェクトでサイエンスプッシュ型

の制度が出来上がっていると、戻ったりすると怒られるんです。つまり、こういうプロセ

スで実はスパイラルアップしているんだというように思ってくださるようなことが前提に

なっておらずに、サイエンスプッシュ的になっているために随分窮屈になっているかと。

むしろ、先ほどの知財の問題もそうですけれど、本来だったら、動くんだったら、ここは

機動的にスパイラルが動いていくように節目、節目で必要な情報、知識、能力を吸い込ん

でいけばうまく進むし、それがうっかり「うちは知財を守るから」と言ってしまうと止ま

ってしまうことがあると思います。 
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 ただ、先ほどからおっしゃられている事例でも、実際にこのぐらいの協調的に動くため

に技術があるわけですが、こういった専門家があるプロセスの中で吸い込まれていくよう

な問題じゃないと、一直線上の問題はとても考えられないですし、また、今日は話しませ

んが、こういう建築の世界でカーボントレーディングが入っていかないかということを考

えますと、先ほどのＡＭＥＤの話に近いのですけれど、単に減らす話だけじゃなくて、こ

ういう目に見えないＣＯ２量をズルする人が出てきますから、それを測って情報公開して

検証する仕組みを、トランザクションコストが小さい世界で次はどうしたらいいかという

課題になっていくわけです。そうすると、いろいろな専門家がそこに有機的に入ってくる

必要がございます。ですから、こういったようなぐるぐる回るようなモデルのプロジェク

トが大事だと思います。 

 例えば、すぐ近くの霞が関ビルの半世紀以上前の事例ですけれども、あのプロジェクト

ではここに書いた様々な技術はなかったんです。この超高層ビルを造るというニーズがあ

って、それからここに出てきたような今日にも継続する技術が出てきましたので、我々は

もう一回学ぶべきかと思います。 

 最後に申し上げたいのは、私の御師匠であるグローク先生が、建設はプロジェクト・ベ

ースの営為であると。独自の要求条件に基づいて、独自の資源の需要・供給の連鎖を起こ

し、独自のプロセスをたどりながら、それらの資源が組み合わされている行為だと。です

から、先ほどから申し上げていますように、建設プロジェクトのダイナミズムを使いなが

らパイロットプロジェクトとして実際に、半世紀ぐらい前ですと国土交通省、旧建設省の

先輩たちがパイロットプロジェクトということで結構いろいろなプロジェクトを設定して、

性能発注をして、官庁側は本当にそれが満たされているかという性能を検証する形で様々

な技術開発を誘発してきましたので、もう一度ここの議論でもこういったプロジェクト・

ベースで技術開発していくということを出発点として入れるといいかと思いました。 

 以上で私の話を終わります。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 それでは、御質問、御意見をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【須﨑委員】  よろしいですか。 

 御説明ありがとうございます。感想みたいなことですが、暗黙知のお話というのは、私

も必要だと思います。いかにそれを定量化とか、見える化するかみたいな話で、そこが共

有化できないと次に進めないと思います。 
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 最後におっしゃったようにいろいろな産業が関わっている以上、それはプリンタドライ

バみたいな形でも何でもいいのですが、共有する仕組みがあって分野横断的なものを実現

しますし、暗黙知みたいなものをどうするかということは非常に大きいのかなと思いまし

た。ありがとうございます。 

【野城委員】  そうですね、そう思います。暗黙知の中でも、先ほどの継手仕口みたい

にすぐモデル化できる、形式知化できるものと、そうできそうもないものがありますよね。 

【須﨑委員】  ありますね。 

【小澤座長】  デジタルファブリケーションができるようにやったハウスメーカーは、

それを乗り越えたからということですか。 

【野城委員】  ハウスメーカーというよりも、積水ハウスとかああいうところではなく

て、３０年、４０年前のスタートアップ企業が、当時で言うＣＡＤ／ＣＡＭ、今のデジタ

ルファブリケーションをやり始めて、むしろ工務店が飛びついていったんですね。工務店

が飛びついているのを見て、ハウスメーカーも「うちも入れよう」ということになったの

で、イノベーションの形としては全く違うプレーヤーが外から入ってきてデジタルファブ

リケーションをつくり上げたというような事例です。 

【小澤座長】  ＤＸは、ほかと連携して新しい価値を生み出せるかどうかがキーだと思

うので、そういうことができるような技術開発というのは、建設業に関わる研究開発では

あるけれども、投資先というのは、実はいろいろなところにちゃんとつながって行き渡ら

せられるかどうかがキーで、それを享受するのが建設産業側なので。 

【野城委員】  だから、ゼネコンは御自分のところに技研があるけれど、工務店なんか

は逆に完全にそれのアセンブラ、ユーザーなんです。しかしその向こう側に、そこにイノ

ベーションをやりたいという野心がある人がいると、イトーヨーカドーじゃなくてセブン

－イレブンとして小口の需要はあるけど、需要全体としてはすごい需要があると思えばそ

ういったことをするし、それが分かっている人たちが投資してああいった仕組みをバック

グラウンドでつくっていくということでしょうね。 

【小澤座長】  スタートアップの議論で、よく建設業関係のスタートアップは比較的少

ないというか、なかなか入ってきてもらえてないようなお話を聞くこともありますが、そ

の一つの理由は、建設業は閉鎖的で、先ほどのお話で言うとニーズが外からなかなか見え

ない、何が課題になっていて、どんなものを欲しいと思っていて、開発したものにどうい

う市場がその先に広がっているのかというのがなかなか見えにくい産業業界だというよう
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に見えているようで、そこをどうやって開いて、そういう人たちに入ってきてもらえるよ

うな仕掛けをつくっていけるかというのも一つ大事な視点かもしれません。 

【春日委員】  建設業というのは、さっきお話しされたサージカルロボティクスとちょ

っと違って、ＢtoＢなんですね。その先にまたカスタマーがいて、特にインフラの場合は

カスタマーのニーズもなかなか分からない。建設業としては、とにかくクライアントの要

求を満たして、早く造るとか、いいものを造るとか、そういうところに技術開発を集中し

てきたと思うのですけれども、先ほども言いましたように、今まではそういう請負のさが

というのでしょうか、請負の競争力を出すためにという世界で来たけれど、これからはそ

うではなくて、小澤先生がずっと前から言われている技術を売るという発想に転換して、

会社は技術開発は投資だと言うのですが、別に投資を回収しろとは言われないんです。受

注して工事ができればいいと。だけどこれからは、先ほど言った０.６％、０.７％ぐらい

の売上げに対する微々たる技術開発じゃなくて、これが倍くらいになったときにはちゃん

と技術が売れて回収できるという図式を見せていかないと、なかなか企業の経営者もそこ

に踏み込めないというところがあるので、先生の言われたいろいろな要素はありますけど

も、一つはサイバー空間、これから現場をやる前にあらかじめコンピューターでも現場が

できてあって、非常に大事なのは分かっていまして、須﨑先生のお話にもありましたけれ

ども、リアルとバーチャルのモデルをどうするかということを含めて、現場は空間情報が

ないと安全も徹底できないし、そういうサイバーをどうやってこれから構築していくかと

いうのは会社にとっても多分非常に大きな投資になると思うし、生産性を上げるための大

きなキーになると私は思っています。 

 以上です。 

【野城委員】  つくられたサイバーモデルの著作権がどっちにあるかとか、商標はどう

かということはあるのですが、それを置いておくと、建設会社から見ると、設計・施工の

効率が上がって、それで差分が技術開発の投資というとちょっとつまらないんですね。む

しろサイバーの情報をお使いになって、また別の御商売ができるようになるとすごくやり

がいが出てくるんです。それが一つのポイントという感じがします。 

【小澤座長】  フィジカルのインフラは、明確に誰がオーナーで、誰が管理しているか

分かった上でやっていますけど、サイバーに出来上がったインフラは誰のものですかと。

みんながサイバーのインフラを使っていろいろなサービスなり、いろいろなことができる

ようになると、それをコモンズとして上手に利用することができると新しい世界が広がる
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かもしれません。 

【野城委員】  だから、ＰＬＡＴＥＡＵからクリックしていくと、自分の部屋まで行け

るか、アクセス権があるところまで行けるんですね。あるところまでは公共だから見える

のだけれど、あるところからはアクセス権がありませんといってブラックボックスになっ

ていく世界観だと思います。だから、アクセスコントロールができればＰＬＡＴＥＡＵか

ら自分の部屋まで入っていく世界になるんでしょうね、必要があれば。 

【小澤座長】  安藤さんから、どうぞ。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  先ほどのスタートアップの話は

まさに同じことを思っていまして、スタートアップというと数人とか、たかだか１０人く

らいなので、それでインフラを造るのは無理だとか、結局のところ、そう考えるとなかな

か入りづらいというところは先ほど御議論されていたとおりで、同じ印象は受けました。 

 少し違う話で、途中でガラスが落ちるということについて議論されていたと思うのです

が、あれはまさによく医療機器でやっているリスクマネジメントの、これに対してどうい

う対策をしたかというところで、その記録を残していくというところが必須になるもので

す。実際に新しいものができて、その次の人がこれを使うときには、同じように技術的な

対策について検討したり、その結果を残したりということはあまりされずに、使うだけの

段階になったら、もうそれは部品として使っているというようなことからその次の問題が

起きたということなのですか。 

【野城委員】  そうです。パイロットプロジェクトで幾つかやっていました。それで、

今のガラスのシステムは、ガラスメーカーがカタログに載せるんです。カタログに載せて、

それで、設計事務所がこれは格好がいいからといって使う。だけど、そういうカタログと

かでは、こういうようなことをその裏側で、設計で考えなきゃならないことがどこかで落

ちてしまうわけです。だから二番煎じ、三番煎じは危ないです。最初のプロジェクトはみ

んな一生懸命考えるから、この種のことを考えているわけです。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  そういうレベルになると、本当

は規格化して、こういうことをしなければいけないというのが定まっているのがベストな

のかもしれないですね。 

【野城委員】  かもしれませんし、この辺りのノウハウを持っていることが競争力だと

思っている会社もあるかもしれないので、だから難しいんです。だけど安全に関わるとこ

ろですから、やっぱり共有したいところです。 
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【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  そうですね。ありがとうござい

ます。 

【春日委員】  ちょっと事例は違うかもしれませんけど、日本で回転ドアの事故で人が

亡くなりましたね。あれも素材をアルミからステンレスに替えて、設計思想までは学ばな

かったということですね。 

【小澤座長】  なるほど、ありがとうございます。 

 オンラインで御参加の野口先生、滝澤先生から何かございますか。 

【滝澤委員】  ございません。 

【野口委員】  ございません。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 それでは、一通り御質問、御意見をいただけたかと思うのですけれども、今、お二人の

先生方からいろいろと話題あるいは御経験を共有させていただいて、冒頭に国土交通省と

して、事務局としてこういう議論をいただきたいという論点を掲げていただいたところで

すが、改めて全体を通して御助言いただけることがございましたらお受けしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

【野城委員】  よろしいですか。 

 話の中でだんだん気づいてきたのは、こういった技術開発をするときには何らかのプロ

ジェクトで、テーマはロボティクスでも何でもいいのですが、パイロットプロジェクトを

設定していくとともに、性能発注的にやっていく必要がある。ただし性能発注をするため

には、先ほど申し上げたガラスのミスなんかも含めて、何がリスクであるかということを、

発注側である国土交通省なり自治体が持っていく必要があると思います。逆に言うと、そ

ういうリスクを特定するようなテンプレートを持っているからこそ、パイロットプロジェ

クトで応分のリスクのアロケーションというかリスクの負担もできるし、逆に持っていた

だいていることで、いい機会でプロジェクト・ベースに技術開発が進むのではないかと。

だから、技術開発を進めていくためにも発注側はそれぞれの技術に関するリスクのチェッ

クシートみたいなものを整備していくと、逆に攻めの姿勢にいけるんじゃないかなという

感じがします。 

【小澤座長】  安藤さんが御紹介いただいたＰＭＤＡを使って承認していくケースでは、

先ほど御紹介いただいたプロセスだと開発の段階からＰＭＤＡが関わっているようにも見

えたのですが、ＰＭＤＡの役割はそういうリスクについて必要な検討を促していくような



 -37-

役割を担っていると理解すればいいのでしょうか。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  そうですね、リスクということ

は、イコールどういう試験で検証するかということにつながると思うのですけれども、そ

れはまさに結構事細かにこちらから提案して、それに対して助言をもらうという形ではあ

るのですが、基本的にはそれを受けてからでないと難しい場合が多いと思われます。です

ので、ＰＭＤＡ側もかなり技術を分かっている人たちがたくさんいて審査して、その試験

でいいかなどを工学的、医学的に判断している人たちがいます。 

【小澤座長】  なるほど。ありがとうございます。 

 そうすると、何をクリアしなくてはいけないかを、開発のかなり最初の段階から分かっ

た上で開発者は開発を進めるということですね。 

【朝日サージカルロボティクス株式会社（安藤様）】  そうです。どちらかというと承

認を通すまでの開発の難しさというよりは、安全性の担保ですとか機能の担保というとこ

ろでの試験になります。物ができるかどうかというのはもうちょっと前の段階で、研究開

発の段階なので、そこではあまりＰＭＤＡは登場しないのですけれども。 

【小澤座長】  分かりました。ありがとうございます。 

【春日委員】  安藤さんのお話の中にあった前相談ですが、私は建築の大臣認定も調べ

たことがあるのですけれども、持って行く前に認証機関とか、あるいは大学の先生とかと

相談が頻繁に行われているんです。大事だと思います。 

【小澤座長】  なるほど、ありがとうございます。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 今出していただいていますが、今日の議論の中で国土交通省の役割、あるいは協調領域、

プラットフォームのお話、それからリスクマネジメントのお話、それぞれ御意見をいただ

けたかと思います。 

 よろしければ、資料５として今後の進め方について事務局から御説明いただいて、閉会

につなげたいと思いますが、よろしいですか。お願いいたします。 

【岡本課長補佐】  資料５でございます。ワーキングの今後の進め方でございますが、

本日も含めて第１回、第２回、第３回のワーキングで御議論いただきまして、各種技術の

社会実装に向けた方向性に対する御意見を頂戴したところでございます。 

 次回の第４回ワーキングは８月を予定しております。第４回のワーキングでは一旦中間

とりまとめの案として、今年度のワーキングの前半として技術の社会実装に焦点を当てた
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内容で御議論をいただければと考えております。そちらに向けましては、第４回までの間

にも各先生方に御相談させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 第４回のワーキングでまた御議論いただいた以降に、中間とりまとめを公表する予定で

す。また９月以降につきましても引き続き人材育成や国際展開といった残りの議論を進め

させていただければと考えております。 

 以上でございます。 

【小澤座長】  ありがとうございます。 

 今後の進め方について、何か御質問はございますか。よろしいでしょうか。ありがとう

ございました。 

 それでは、予定していた議事は以上でございますので、事務局へお返ししたいと思いま

す。 

【和田分析官】  小澤座長、御進行、どうもありがとうございました。 

 国土交通省側から何か発言等はございますでしょうか。 

【沓掛技術審議官】  技術審議官の沓掛です。本日も活発な御議論いただきまして、ど

うもありがとうございます。 

 野城先生のお話でイノベーションプロセスのお話ですが、１回やって失敗するともう駄

目というような発注者と、そういう傾向はあるのですが、そういうことではなかなかうま

くいかないという話があって、パイロットプロジェクトの話では霞が関ビルのお話もあり

ますが、１９６８年と書いてありますけど、実は道路で言うとアクアラインがちょうど１

９６６年、建設省が調査を始めた年です。ちょうどこの頃はアクアラインもいろいろな建

設会社の技術を集めて、新しい技術を取り入れてやろうといって、本当にそういったパイ

ロットプロジェクトで新しい技術を取り入れてどんどんやっていこうという雰囲気があり

ましたので、その頃をまた思い出しながらしっかりやっていきたいと思います。 

 また来月は中間とりまとめに向けて、いろいろ御指導いただきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

【和田分析官】  最後になりますが、本日の議事録につきましては、委員の皆様に御確

認いただきまして、後日国土交通省のホームページにて公表させていただきたいと存じま

す。 

 また、本日いただきました御意見を引き続き検討させていただきながら、具体的な次回
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の日程につきましては改めて御調整させていただきたいと存じます。 

 以上をもちまして、第３回の分野横断的技術政策ワーキンググループを閉会させていた

だきます。 

 本日は、誠にどうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


